
橋本市上下水道事業管理告示第４号 

 

 

 

　　公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号) 

　第９条第１項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

　　なお、関係図面は、令和８年３月５日から令和８年３月１９日までの土曜・

日曜・祝日を除く期間、当市上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

令和８年２月２７日 

 

橋本市長　平木　哲朗 

 

 

 

１． 供用（汚水の排水）を開始する年月日 

 

令和８年４月１日 

 

　２．　供用（汚水の排水）を開始する区域及び排水施設の位置 

 

橋本市 

　　　　　　高野口町名古曽の一部 

 

３．　供用（汚水の排水）を開始する排水施設の分流式または合流式の別 

 

分　流　式 

 

 

 

 

 


